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確定申告無事終了！編集後記

　　

　　

 令和５年度の協会けんぽの保険料率　３月分（４月納付分） から改定

　　

　　

 令和５年度の雇用保険料 

【一般の事業】

【建設の事業】

　桜の季節となりました。１年で一番気持ちのいい、元

気の出る季節です。皆様いかがお過ごしでしょうか。　

　税理士法人水無瀬野の１年の中で最大のイベントで

ある確定申告も､皆様のご協力により、そしてスタッフ全

員のチームワークにより無事終了することができました。

　この瞬間の幸福感は何とも言えない充実感と､達成

感あふれるひとときです。税理士になって３７年間味わ

い続けておりますが、年々楽しさや喜びが高まってきて

おります。これが幸福感につながり、自己効力感の高ま

りを感じております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　令和５年４月からは、税理士法人水無瀬野のスタッ

フ全員の個人個人の考え方や適性、特性に耳を傾

け、どのような業務をすれば幸福感が感じられるのか、

あるいは働き方をどのように変えれば幸せになれるのか

などについて、気持ちを受け止め、寄り添って、キャリア

アップへの成長の気づきになればと考えております。　　

　スタッフ全員とお客様とのつながりを､心で強い絆で

結ばれるように、一層の努力をして参ります。そのつなが

りを肯定的に感じるときに、豊かさや幸せ感を感じること

ができ、業務や人生にやりがいや生きがいを持つこと

が重要と思われます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　残りの人生、スタッフ全員の気持ちを受け止め、寄り

添い、信頼関係の再構築を図り、スタッフ全員のキャ

リアの成長を目標に頑張って参ります。そして業務を通

して、充実感と達成感を味わっていただきたいと思って

おります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　お客様においても、事業の成長の支援をさせていた

だきながら、必要であれば、お客様の従業員のキャリア

アップを図りながら、業務や人生にやりがいや生きがい

を持っていただく支援もさせて頂きたいと思っております。

　私自身も年と共に成長を目指し、人生の喜びを皆

様方と共有していきたいと願っております。　　　　　　　

　桜の満開を見ながら、新たな気持ちに燃えておりま

す。「生涯修行」の言葉を大切にして、１日１日目標に

向かって頑張って参ります。　　　　　　　　　　　　　　　　

　まずは、皆様方のご健康をご祈念申し上げて、また

元気でお会いできる日を楽しみにしております。今後とも

ご指導ご鞭撻よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年 ４月吉日　

　　　　　　　　　　　　　　　　税理士法人 水無瀬野　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　難波　孝朗  　

2023年 4月の主な予定
◆4月10日 (月）◆ ◆ 随時 ◆

・雇用保険の資格取得又は資格喪失届
・社会保険の資格取得又は資格喪失届
・賞与支払届

・３月分源泉所得税の納付
 

　

充実感と達成感！

● 相続した土地を国が引き取る制度がスタートします！ 
● 協会けんぽの健康保険率改定／令和５年度の雇用保険料率

◆条例で定める日◆

・固定資産税、都市計画税第１期の納付
・軽自動車税（種別割）の納付
　

 

　

　この２カ月半、土曜日も祝日
も確定申告業務に全力を注いで
参りました。そして申告期日に
は、全てのお客様の申告を終え
ることができました。
　「頑張って！」と応援頂いたり、
差入れを頂いたり､皆様のお蔭で
無事乗り切ることができました。
ありがとうございました。
　また､この時期だけにお会い
できるお客様ともお話すること
ができ、とても有意義な３カ月
間でした。
　今後ともよろしくお願い申し
上げます。　　　スタッフ一同

　



500 万円
　

相続した土地を国が引き取る制度がスタート！
　　　　～相続土地国庫帰属制度～

ポイン還は

法務省HPより

法務省HPより

　　

・

　

　相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に
迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を
手放したいというニーズが高まっています。
　
　このように土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」
が発生することを予防するため、相続又は遺贈（遺言によって特定の相続人に財産
の一部又は全部を譲ること）によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要
件を満たした場合に､土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地
国庫帰属制度」が創設されました。

相続土地国庫帰属制度  ：  令和５年４月 27 日 ～

１、申請者

相続又は遺贈によりその土地の所有権を取得した人。土地を数人で共有している場合は、
共有者全員で申請しなければなりません。

抵当権等の設定や争いがなく、
建物もない更地ということだね

２、要　件

通常の管理や維持に必要以上の費用や労力がかからない土地

【次の土地は不可】
ア 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
イ 土壌汚染や埋設物がある土地
ウ 危険な崖がある土地
エ 権利関係に争いがある土地
オ 担保件等が設定されている土地
カ 通路など他人によって使用される土地　など

３、費　用

審査手数料の他に、10 年分の土地管理費相当額の負担金が必要
負担金は、土地の性質に応じた標準的は管理費用を考慮して算出
されます。

４、手続きイメージ

× × × ×建物があるとダメ

土壌汚染の土地はダメ

崖があるとダメ

権利関係に争いがあるとダメ 他人が通路として使う土地はダメ×

負担金 ＆
審査手数料


